
TOPICS 02
豊富な保証実績により経営をサポート

～林業信用保証のご案内～

独立行政法人農林漁業信用基金
〒１０５-６２２８　東京都港区愛宕２-５-１　
虎ノ門ヒルズＭＯＲＩタワー２８階

ＴＥＬ：０３-３４３４-７８２５　
　　　（保証制度や出資金について）

　　　０３-３４３４-７８２６、７８２７　
　　　（保証の申込や利用について）

お問い合わせ先

　森林資源が充実する中、木材加工技術が高度化、中高層建築物にも木材利用が進められるなど、今、林業・木
材産業にはビジネスチャンスが到来しています。その一方で、林業・木材産業を営む方の多くは中小零細企業や
個人であるため、自力のみでは資金調達が難しいケースが多いのが現状です。
　このため、公的機関である農林漁業信用基金では、林業・木材産業を営む皆様が融資を受けられる際の債務を
保証することにより、経営をサポートしており、その実績は制度創設以来６０年間で１７万件に及びます。
　林業信用保証では、都道府県が無利子又は低利で貸付を行う「林業・木材
産業改善資金」や「木材産業等高度化推進資金」への保証のほか、 特に近年は、
●　自然災害や新型コロナウイルス感染症等により事業継続に支障が生じて
　いる方の資金繰り支援
●　新規に創業される方、他業種から参入される方を対象とした財務諸表に
　よらない将来性評価による保証
にも取り組んでいます。
　当基金は、全国の林業・木材産業に特化した保証を行っているため、専門
的な情報の提供ができ、様々な案件への対応が可能です。
　「林業信用保証」の活用を是非ご検討ください。

対象となる
業種

対象となる
資金

　①造林・育林 　　　②素材生産 　③木材・木製品製造 　　　④薪炭生産 　
　⑤林業種苗生産　　⑥きのこ生産 　⑦木材卸売・市場 　　　⑧木材製品利用

　・　苗木、立木、資機材の調達費、燃料費、人件費、機械のリース料などの運転資金
　・　事務所・工場、林業機械、木材加工機械、運送用車両等の導入などのための設備資金

▶

▶

保証料 　・　年０．１５～１．８０％と低位で、財務内容により適用
　・　日割り計算のため無駄がない▶

農林漁業信用基金 HP　 　
https://www.jaffic.go.jp/guide/
rin/index.html

事業継続を支援（写真提供：山口県）

パンフレット「林業信用保証のご案内」より
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